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視点

「経営倫理」の追求を思う

No.149 2001年4月

コーポレート・ガバナンスの視点を中心に、会社法の改正が検討されて

いる。連合と連合総研は、昨年７月に「会社法改正と労働組合への影響

に関するプロジェクト」を立ち上げて、各界の専門家による講演やパネ

ル討議を開催し、現在そのまとめに入っている。会社法の改正の歴史を

たどると、多くは企業不詳事の集中的な発生と不況がきっかけとなって

いる。今回の改正もその例外ではないが、企業の統治システムの見直し

という、法改正だけでない大がかりな議論を呼んでいるのは、ご承知の

とおりである。

ここでは、企業の不祥事と経営倫理について考えてみたい。企業不祥事

として記憶に新しい事件を取り上げても、JOCの東海村臨界事故、雪印

乳業の腐敗菌混入事件、三菱自動車の欠陥車情報隠蔽事件等がある。ブ

リジストンの米国子会社の欠陥タイヤ問題のように海外での事件もあ

る。公共入札をめぐっての談合問題は後を絶たない。その度に労働組合

は何をやっていたかと非難され、労働組合の経営のチェック能力が問わ

れる。あんまりいわれると、そもそも労働組合に経営のチェック義務が

あるのかと開き直りたくなる向きもあろう。まあ、そこは冷静に考える

として、労働組合にその能力が果たしてあるかは検討に値することであ

る。

まず、不祥事やスキャンダルは、企業に限ったものではない。政治家に
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からんだスキャンダルは選挙がある限りなくならない。最近は、警察の

不祥事も増えている。福岡の事件のように裁判所や検察まで登場してき

た。この国は、一体どうなっているのだろうか。個人の倫理感覚が乏し

いのだろうか。しかしその前に、「組織の倫理」がいままさに問われて

いる。不祥事が起きると「個人の倫理」が問われるが、本当は組織の倫

理が問われなければならない。日本では、組織ぐるみの不祥事があまり

にも多い。たとえば外務省の機密費問題。松尾という元要人外国訪問支

援室長の使い込みと言う個人だけの問題に還元できない。立件できるか

否かは別にして、おこぼれに預かった人、それを容認していた人、いわ

ば組織的な犯罪である。最近、医療過誤が頻繁に発生している。従来よ

りエラーが増えたのではなく、患者側の告発や損害賠償請求が増えたと

いわれている。それでも表面に出るのはごく一部である。多くは、組織

ぐるみで隠されてしまう

このようにわが国では、組織の利害や意向に逆らうことが極めて難し

い。歴史的に良い意味での個人主義が発展しないまま、集団主義がはび

こっているためである。「組織の論理」があまりにも強い。法律も良識

も個人の抵抗もすべて飲み込んでしまうのである。このままでは、会社

法を改正しても、組織の手直しを行っても不祥事は絶えない。それでは

一体どうしたらよいのだろうか。個人主義の台頭をじっと待つしかない

のか。そうではない。組織体を経営するに当たっての倫理、「経営倫

理」の確立を着実に推進し、定着させることが肝要である。トップリー

ダー層がその責を担うことになる。

では、経営倫理とは何か。ここではそれについて述べるスペースはない

し、むしろこれからの研究課題としておきたい。ただここに、企業をは

じめとする組織体の経営がめざすべき価値について、端的に示したもの

がある。これを紹介させていただく。
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世の中は「市場競争原理」が花盛りであり、組織の「効率」がことある

ごとに問われている。実はこの原稿の種本である、日本経営倫理学会の

水谷雅一会長の講演録の中で、同会長は下の図を用いてこう説いてい

る。すなわち、組織が競争性ばかり追求すれば社会性が軽視、無視さ

れ、効率性ばかりを追求すれば人間性が軽視、無視される。大事なこと

は、競争性や効率性も重視するが、社会性や人間性も同等に重視する

「四原理の拡大均衡化」であると。この場合内側の小さな四角であって

はならない。沈香も焚かず屁もひらずというやつで、組織の存在価値が

ない。外側の大正方形でなければならない、ということである。

ここで労働組合に戻って考えれば、独自の立場・観点から組織体の社会

性、人間性を追求する重要な役割を負っているということである。我が

国の労使関係の特徴の一つは、労働組合の経営への参加である。この点

を強化しないで、我が国の労働運動の生きる道はないといっても過言で

はないだろう。ところで企業倫理、企業倫理というけれど、われわれは

それについて一体なにを学んできただろうか。水谷会長によれば、日本

の大学で「経営倫理」を正規の課目としているのはわずか２０校、

４％、米国ではなんと８５％であるという。米国においては、規制緩和

を一極とすれば、別の一極にこのようなシステムがあるのと、そうさせ
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る市民がいることを認識しておかなければならない。非我の隔たりは大

きいが、今からでも遅くはない。われわれの運動も、抽象的なことばか

りいっていても始まらない。科学的、体系的、具体的なアプローチが必

要であり、その成果を丁寧に現場に降ろす作業が大切である。ケースを

集めること、ケースを分析することからやらなければならない。
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寄 稿

参議院の調査会に出席して
日本女子大学人間社会学部教授 大沢真知子

さる２月１４日、参議院のなかにある男女共生社会を実現するため

の調査会に参考人としてよばれた。当日は会期中だったこともあっ

て、ものものしい警戒のなかを、事前に送られてきた参考人として

出席するゆえの証明書を見せながら、３回くらい建物を間違えて

やっと指定された会場にいきついた。

政治家や政治に対する国民の不満は日増しに高くなっていくけれ

ど、ここ（国会）で決められたことが日本の将来を左右する。その

現場に来ているのだと思うとやはり興奮する。そして、あちこちを

きょろきょろと眺め回しながら、あとあとまで記憶しておけそうな

ものを探してしまう。

でもわたしが呼ばれたのは、国会議事堂内ではなく、そのそばに

建っている普通の建物のなかの会議室。なかの調度品などは豪華

で、たとえば、革張りのイスがひどく重くなかなか前に動かせな

かったことを除いては、いま思い返してみても、それほど印象的な

ものはなかった。しいていえば、女性議員のファッションが華麗で

あったことや印象に残る人が多かったことだろうか。

呼ばれたのは３人。わたし以外に、日経連の矢野さんとベネッセ

コーポレーションの北川さん。ベネッセは、つい最近ファミリーフ

レンドリー企業として労働省に表彰された、女性をめぐる施策を

次々に導入している先進的な企業である。

さて、今回は女性の能力活用をいかに進めるかということがテーマ
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で、おもに経済問題を中心に話しあった。最初３人の参考人が現状

や問題点について１５分づつ述べ、そのあとに各政党の委員から質

問が出される。

わたしはおもに２１世紀の少子高齢社会の社会保障問題を考える上

でも、持続的な経済発展を続けていくためにも、女性の能力活用が

鍵になることを強調した。

多くの女性が働けば、課税ベースが広がり、税収がふえる。そし

て、妻の所得がふえれば家計所得がふえる。これが消費を増やし、

経済の発展を支える。

しかし、日本の現状では、働く女性がふえても税収がふえない社会

保障・税制度があり、女性が出産後も継続して働けるような環境整

備がされていない。とくに気になるのが、高学歴女性の就業行動で

ある。再就職の確率が高学歴の女性ほど低い。これは諸外国にはみ

られない現象である。

その理由は何か。日本には報酬が低くて雇用が不安定だが時間の柔

軟度が高い仕事と、報酬が高く雇用が安定しているが、時間の柔軟

度がない仕事の２種類しかないからではないだろうか。夫も妻も時

間の柔軟度がない仕事をしながら子供を育てるのは容易ではない。

結局妻が子育てに専念することになる。

さらに、再就職の機会は報酬の低い非正規の仕事が多い。高学歴の

女性ほど要求賃金が高いから働かない確率が高くなる。

しかし、報酬が高く雇用が安定している正社員の仕事に時間の柔軟

度が加味されたらどうか。働きたいとおもう女性はふえ、キャリア

も蓄積されていくのではないか。また、男性にもこの権利が行使で

きれば、男女ともに育児ができる。そのためにも、新しい働き方を

作り出していくことが重要だということを述べた。
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矢野さんは政策による規制よりも労使の話しあいのなかで改革を進

めていくことの重要性を強調されておられた。また北川さんは、復

帰後の女性社員のキャリア形成の道筋を今以上にはっきりとさせて

いきたいという抱負を述べられた。

いままで日本では、長期能力蓄積型、専門能力活用型、雇用柔軟型

の３つのタイプの労働者をうまく組み合わせて活用することを念頭

に経営者は経営をおこなってきた。また、雇用柔軟型労働者におい

てのみ時給という考え方が導入できると考えてきた。しかし、うえ

でのべた新しい働き方とは、ホワイトカラーの仕事に時給の考え方

を導入することに他ならない。日経連でもこれが可能かについて検

討を始めていると聞いた。

過日ヒューレット・パッカードの人事担当者の方から年功給を廃止

し、職務給を導入した背後の事情やその後のインパクトについては

話を伺う機会があった。年功給にも職務給にもメリットとディメ

リットがあり、職務給の場合、仕事の境界線のあいだに誰かがやら

なければならない仕事にもかかわらず、だれの仕事とも定義できな

い仕事が生まれてしまい、仕事に支障をきたすことが多々あるとい

うことだった。

メリットはやはり、柔軟な組織を作り、柔軟な働き方を可能にする

ことではないだろうか。しかしその分、給与が下がるひとも出てく

るだろうし、自分の部署の仕事がなくなってしまえば、仕事を失う

こともありえる。組合としては、このような変化にすぐにyesとはい

えないこともよくわかる。でも、時代の流れをみると、職務や仕事

の境界線をあきらかにし、ひとに対してではなく仕事に対して給与

を支払う時代がきているようにおもう。
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その延長線上に柔軟な働き方が生み出せれば、育児中の女性だけで

はなく、退職後の男性の能力活用も可能になる。最近はオランダの

パートタイム革命が注目を集めているが、雇用保障を基本にしなが

らも時間の柔軟度のある働き方が経営者と組合との話し合いのなか

で生み出されていけば、日本経済の再生もけして遠い未来のことで

はないとおもわれる。組合の役割がますます重要になってきている

とおもう。
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報告

ＩＬＯの海外技術協力
財団法人 労働科学研究所

常務理事（医学博士） 小木 和孝

本報告は、連合総研「アジアの社会的対話」研究委員会（主査：鈴木宏昌早稲田大学
教授）において、１月２９日に労働科学研究所の小木常務理事が報告されたものを事
務局の責任で編集したものです。

１．はじめに
２．国際技術協力のあり方について
３．ＩＬＯの技術協力の流れとその背景
４．自主管理と複合改善を中心としたプロジェクト
５．アジア地域の労働改善技術協力について
６．自主対応型への潮流について
７．「法律準拠型」から「自主対応型」へ
８．当事者参加型の労働改善技術協力
９．まとめ

１．はじめに

労働条件改善の技術協力についての私の経験をお話したいと思いま

す。私は労働科学研究所で産業現場の労働改善、勤務制改善の仕事

をしてきましたが、途中１０年ばかり、三河島事故を機にできた国

鉄の鉄道労働科学研究所にいたことがあります。この研究所は、い

まはＪＲ総研に吸収されています。それからＩＬＯには、バンコク

に５年、本部に７年ほどいましたので通算で１２年、安全衛生と中

小企業改善の仕事をしておりました。

今日はＩＬＯの技術協力全般についてお話しするよりも、むしろ私

が直接関わってきた技術協力の進め方と、それからここ数年国際労

働財団で開発してきた「ＰＯＳＩＴＩＶＥ」と呼ばれる労働組合を
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対象とした安全衛生トレーニングのプロジェクトについて話をした

いと思います。

技術協力については、いろいろな議論が行われています。特に日本

のＯＤＡ予算の使い方について、大きな見直しが必要だと指摘され

ています。労働分野の技術協力について幅広く行われており、ご存

知のように、これからの進め方についての検討会が中村 忠さんを中

心にＩＬＯ協会で行われていて、私も鈴木さんも参加しています

が、労働分野の技術協力のあり方全体について同じような見直しの

時期にあろうかと思います。

私が関係していたのは労働改善、安全衛生分野に限られます。労働

分野全体の技術協力にどう関わるかとについてと、今回のことで少

し考えてみました。労働分野の技術協力全般と労働改善技術協力に

は共通した問題点もありますが、労働分野全体にわたってお話しす

るのは私には荷が勝ちすぎていると思われます。そこで私がやって

きた労働改善を中心にお話させていただきたいと思います。

ご存知のように、ＩＬＯの中には労働条件部と安全衛生部がありま

す。私は最初労働条件部のアジア・太平洋地域アドバイザーでした

が、途中から安全衛生部にスイッチしました。ですから安全衛生と

いうよりは少し幅が広くて、一言でいえば「労働改善」に主として

関わってきたと思っています。

私たちが作っているネットワークも「労働改善／Work

Improvement」絡みで名前をつけていますので、その観点からお話

をしたいと思います。

特に国際労働財団（ＪＩＬＡＦ）と一緒にやっている ＰＯＳＩＴＩ

ＶＥトレーニングは、対象国にも人気のあるプロジェクトです。そ

れも２０世紀の最後の５年間に比較的うまくいって、２１世紀に送
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り込むことのできたプロジェクトの一つだと思っていますので、そ

の背景も考えながらお話しするのが一番いいのではないかと思いま

す。

TOP

２．国際技術協力のあり方について

まず、国際技術協力のあり方について、ふだん皆さんが言っている

ことをまとめてみたいと思います。労働分野の技術協力に関する研

究の報告をみても、次の表現と同じような表現が出てきます。私も

賛成なのですが、「ニーズに応えて、パートナーシップを育成す

る」というのがいまの技術協力の考え方だと思います。

そのニーズというのも、かつての技術協力のように、一つの

Institution Building で何かを作り上げるのをお手伝いするという伝

統的なやり方だけでは極めて不十分で失敗例も多いということがわ

かってきています。そうではなくて、現実にそのニーズに応えるた

めには「自立のための能力形成」に力点を置く必要があります。自

立する人々のニーズに応えて能力形成を援助することを主眼にし、

しかも「目標がはっきりした」協力になります。具体的で限定的な

目標にする必要があり、限定的な目標をしっかりさせたプロジェク

トスタイルの能力形成のための技術協力がいいといわれるようにな

りました。

もう一つ大事なのは、人々を対象として、しかも自立を目標とする

とすれば、やはりそのプロジェクトそのものが参加型でないといけ

ないということです。そのプロジェクトの進行に人々が直接参加す

るのが参加型です。労働分野でいえば労使、あるいは場合によって

は自営業者ですが、それも含めて労使と呼べば、労使が自分たちで

参加して枠組みを支えるようにプロジェクトが運用されて、その結
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果として参加が強化されるのが技術協力だと私も考えています。

TOP

３．ＩＬＯの技術協力の流れとその背景

ＩＬＯの技術協力は、雇用、社会保障、労使関係、訓練を含めて１

９７０年代以降取り組まれてきました。労働改善と安全衛生を包み

込んだ領域でも、これらと平行して早くから進められていますが、

１９８０年代を境に新しい流れが出てきました。１９７５年のILO事

務総長の有名な ”Making work more human”という総会演説を受

けて、１９７６年にＩＬＯの国際労働条件環境改善計画がスタート

します。「ＰＩＡＣＴ」と呼ばれています。ＰＩＡＣＴ 以前にも先

行するプロジェクトはいろいろあるのですが、系統的に取り組まれ

るようになったのは７６年以降と考えていいと思います。

それからこの時期にボパール災害が起こています。ユニオン・カー

バイド社による１９８４年の毒物漏えいで、住民２０００人以上が

亡くなったという、世界で最も大きな労働現場事故です。２０００

人余の労働者が死亡し、約２０万人が傷ついた重大事故でした。各

国で重大事故が相次ぎ、マネジメント対策が必要との認識が生ま

れ、そのころまでにＩＬＯの安全衛生、労働条件に対する考え方が

基本的に変わったと考えています。画期的といわれる使用者の包括

責任と労使協力としての複合リスク管理、そのための教育訓練と知

る権利の重視が基軸です。そういう意味でこの８０年代前半は極め

て重要だと思っています。

１９９２年にリオデジャネイロで地球サミットがありましたが、そ

のころまでは、ＩＬＯ条約を引き継いでの動きといろいろなプロ

ジェクトが盛んだった時期です。プロジェクトが次第に実践的に
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なった時期もあります。私は１９８３年からバンコクにいましたの

で、いろいろなプロジェクトを見聞きもし、またそれをモニターす

る立場にもありました。そのころから変わる兆しがあったと思いま

す。それは重大災害の防止やＩＬＯ基準の考え方が抜本的に変わっ

たこと、あるいは児童労働についての取り組みが今までのような最

低年齢条約中心のやり方から技術協力推進に変わったというような

時期でもあったと思います。

その後の時期は、さらにネットワークスタイルの技術協力に進みま

した。お金も付けるようになりました。児童労働も資金を集めて

ネットワークスタイルでやっているわけですが、安全衛生もそうで

す。ちょうどそのころ環境管理の自主規格であるＩＳＯ１４０００

ができましたが、象徴的なことだと考えています。

日本でも一昨年から労働省（現厚生労働省）が、安全衛生の推進に

自主的な「安全衛生マネジメントシステム」を取り上げています。

ちょうど女性の深夜業が解禁になった年でもあるので象徴的だとい

う意味で憶えていますけれども、マネジメントシステムがいま世界

中で規格化の動きにあり、ＩＬＯも今年６月までに安全衛生マネジ

メントシステムのガイドラインを出すという時期なのです。

ＩＳＯ１４０００の次のシリーズだと考えられていた安全衛生マネ

ジメントシステムのＩＳＯ規格は、昨年ＩＳＯが作らないと決めた

ので、ＩＬＯでやってくれということになりました。ＩＬＯは４月

に専門家会議を開いて、６月までに決めるという忙しいスケジュー

ルで動いているようです。そういう時期、つまりネットワークの片

方で、自主管理が改めて見直されているという時期だと思います。

自主管理の方向を作ったのは、安全衛生畑でいえば、イギリスを始

めとするＥＵ諸国の先行する動きとＩＬＯの第１５５号条約です。

１９８１年の第１５５号条約（労働安全衛生条約）を受ける形で、
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包括責任と自主改善に力点が移り、技術協力は大きな影響を受けた

ということは確かなのです。私たちがＪＩＬＡＦと組んでやってい

る ＰＯＳＩＴＩＶＥプログラムも、その流れにのっているので受け

入れられやすかったのだと考えています。

TOP

４．自主管理と複合改善を中心としたプロジェクト

ここが今日お話ししたい主題です。一つは、自主対応アプローチを

推進するということ。もう一つは、実践的な複合改善を行うという

ことです。複合改善とは技術分野の専門家だけに頼らないという意

味です。今のマネジメントシステムはそうなのです。環境管理のＩ

ＳＯ１４０００でも環境保護の専門家に任せるのではなくて、経営

者が責任を自覚して環境ポリシーを作って、できれば環境商品を

作って市場を確保していこうということですが、それは自主監査を

含めて自主管理していくという文脈で語られています。複合改善を

経営者の責任で行うということです。もう少しいえば、労使の協力

でやるということが今のねらいだと思います。

したがって、技術協力も参加型ステップを取らなければいけない

し、それはどこかに参加型があるということではなくて、やはり徹

頭徹尾参加型の方がいいと考えています。そのことをお話ししたい

と思っていますが、その前に労働改善技術協力のパターンについて

まとめてみました。ＩＬＯのプロジェクトもだいたいこのパターン

に分類できると思います。その他に、労働分野では当然労使関係の

問題や労働法制の問題、それから職業訓練に関連したもの、さらに

は雇用政策全般に関わるものが統計も含めてあると思うのですが、

労働改善分野で考えると、つまりもう少し現場に入り込んだプロ

ジェクトとして考えると、だいたい次のようになると思います。
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一つのパターンはいま申し上げたように、時の流れである自主対応

型の法制度と監督行政の推進です。私がバンコクにいた初期は、ほ

とんどこれが中心であったといってもいいと思います。もう一つ

は、センター作りのプロジェクトです。例えば国立労働安全衛生研

究所を作る。場合によっては情報センターを作るのを支援します。

この安全衛生情報センター作りのプロジェクトはいまでもアジア地

域で動いています。

次に、80年代後半から盛んになったのが企業レベルの活動指針を作

成したり、支援策を推進するためのプロジェクトです。例えば、建

設における安全衛生や化学物質管理に関するもの、ボパール事故災

害以後、大きな課題になっている重大災害防止のための指針作り、

企業活動の支援策があります。

もう一つの比較的新しいパターンは、対策を施行するための訓練

ネットワークを作るプロジェクトです。ＪＩＬＡＦの ＰＯＳＩＴＩ

ＶＥプロジェクトはこれに当たります。ちょうど私がバンコクにい

たときに、中小企業向けの労働改善プログラム作りをやっていまし

た。これは「ＰＩＡＣＴ」の一環でやるということでしたが、労働

基準の批准、普及を待っていたのではとても中小企業の現場はよく

ならない、ではどうするのかというまさに技術協力を念頭に置いた

プログラム作りでした。私もそれに直接関与したのですが、たまた

まジュネーブでも再びそれを推進できる立場になりました。そうい

う形で中小企業現場改善をやってきた経緯があります。これは方法

的には ＰＯＳＩＴＩＶＥと共通する部分が多いプロジェクトです。

Work Improvement in Small Enterprises の頭文字をとって ＷＩＳ

Ｅと称しています。ＷＩＳＥ方式の中小企業労働改善プロジェクト

も一種のネットワーク作りです。同じような方法を各地に適応させ

ながら、経験交流を行っていこうということです。
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TOP

５．アジア地域の労働改善技術協力について

アジア地域の労働改善技術協力の歴史をみると一つの流れがよみと

れます。最初は、法制度・指針づくりの支援のためのもので、７０

年代から国際技術協力に資金が流れるようになってから行われた、

特にＵＮＤＰのいろいろなプロジェクトです。いまは数が減ってい

ますけれども、多いときにはアジア地域の安全衛生関連だけで１５

くらいはあったと思います。そのほかに二国間のプロジェクトがあ

ります。アジア地域でいえば、日本とオーストラリア、それから一

部ドイツ、アメリカというところですが、最近はフィンランド、デ

ンマークのお金がよく流れるようになっています。フィンランド、

デンマークはどちらかというと二国間よりも、国際機関に資金を預

けるマルチバイ方式です。ＵＮＤＰやＩＬＯなどとタイアップし

て、最初は特に行政支援型の監督行政を進めるプロジェクトが主流

でした。化学物質に関する監督の指針を作成したり、監督官を養成

するプロジェクトがいろいろ行われました。

それが８０年代から変わってきて、もう少し技術内容に踏み込んだ

プロジェクトが行われるようになりました。ＵＮＤＰや各国援助に

よるいろいろなプロジェクトがありますが、それに加えて地域プロ

ジェクトがいくつかはじまったということが特徴だと思います。例

えばデンマーク資金によるＡＳＥＡＮを対象とした労働者教育プロ

ジェクトの一環で安全衛生のプロジェクトが行われたり、建設につ

いてのプロジェクトをＵＮＤＰでやったりという地域プロジェクト

が入りました。
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各国プロジェクトは、やはりセンター作りがかなりの比重を占めて

いました。ちょうどこの頃日本のＪＩＣＡ資金による二国間プロ

ジェクトとしての安全衛生プロジェクトがはじまりました。一番有

名なのは、フィリピンのマニラ郊外にあるケソン市に作られたフィ

リピン労働安全衛生センターです。これは２５億円をかけた大きな

プロジェクトであり、このセンターを東南アジアの一つの核にしよ

うということで作られたものです。その後、日本は安全衛生ではイ

ンドネシア、韓国と二国間協力をやってきて、いまはマレーシアと

タイにＪＩＣＡエキスパートが駐在していて、それぞれのセンター

支援を行っています。マレーシアでは、ＮＩＯＳＨと呼ばれている

国立労働安全衛生研究所のプロジェクトに日本は昨年からエキス

パートを送り込んでいます。

注目されるのが、比較的新しいと述べた訓練ネットワーク作りのプ

ロジェクトです。これは８０年代の後半くらいからいろいろな地域

で進められています。アジアでは、デンマークの労働者教育のプロ

ジェクトの次の段階ということで、デンマークの環境基金が出して

いるプロジェクトが一昨年からはじまっています。バンコクにアジ

ア地域の労働組合向けの労働安全衛生研究所を作っています。約１

億円のプロジェクトですが、これはＩＣＦＴＵ－ＡＰＲＯと関係し

ています。ＩＣＦＴＵ－ＡＰＲＯの鈴木さんがこのマネジメントコ

ミティの議長として関わっていますので、日本の連合とも関係は深

いと思うのですが、そのプロジェクトが現在進行中です。それから

政労使向けの安全衛生情報センターのプロジェクトも93年ころから

ずっと続いています。その他に、ＩＬＯと一部ＵＮＤＰによる中小

企業支援のＷＩＳＥプロジェクトがあります。

また、児童労働プロジェクトのアジア地域における様々な活動も行

われていますし、民間研究機関や大学とタイアップしたプロジェク
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トもあります。例えば、労働科学研究所では「POSITIVE」以外で

も、タイやフィリピンの中小企業改善を技術支援してきました

し、94年からベトナムの農村で農村改善のプロジェクトをはじめて

います。これは文部省のODA予算とトヨタ財団からの資金による住

民参加型のプロジェクトです。こうした農村改善の手法をタイと

フィリピンに持ち込んだりもしています。特にフィリピンではＩＬ

Ｏとタイアップしていますので、そういった意味ではＩＬＯとも絡

みのある民間プロジェクトという形になっています。そういうネッ

トワーク作り、情報訓練がはっきりとした目標になっていると思い

ます。

TOP

６．自主対応型への潮流について

これらの技術協力の新しい転換の背景として、少し見方を変えて、

いまの自主対応への潮流を説明したいと思います。 

一つは、ＩＬＯ条約・勧告の変遷です。これは『講座ILO（国際労働

機関）』（財団法人 日本ＩＬＯ協会刊）にも書きましたので詳しく

はそちらを読んでいただければと思います。要するに80年代以降、

ＩＬＯの条約・勧告は様変わりをしました。安全衛生基準はILO条

約・勧告の約３分の１を占めているといわれますが、80年代より前

の安全衛生条約は、いまは以前の実体的な意味は減じており、大事

なのは１９８１年の第１５５号条約以降のものとみることができま

す。

それまでの条約・勧告は、例えば特定業務別に作ったり、特定業務

の健康診断について作ったり、年少者の健康診断について作ったり

という形であり、その当時はもちろん積極的な意味があったと思い

ます。その後、いろいろな有害物質についての条約・勧告ができま
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した。放射線条約、職業ガン条約、空気汚染を対象とした条約など

があります。しかし実体的には、これらの条約・勧告は、第155号条

約以降の経営者責任と労使協力と複合改善を念頭に置いた条約群に

よって取って代わられているといってよいと思われます。それは時

の流れを示しています。包括的な責任を明示して企業内の自主管理

を進めるというのが８０年代からのＩＬＯ基準の考え方です。

したがって、ＩＬＯ事務局の中で条約作りをするときもそういう議

論をしますが、とにかく条約はなるべく短くして、技術的な基準は

決めないように努めます。技術的な基準はすぐに時代遅れになり、

それよりも包括責任をきめる条約にし、技術指針は実践コードでき

めるようにします。その流れの中で勧告にはある意味でいろいろな

雑多なものが入っているとみることができます。三者協力の国際ポ

リシーの仕組みの中でできるものですからこれはやむを得ないと思

うのです。だから条約がどういう構成を取っているかが非常に重要

なのです。第１５５号条約以降も新しい包括責任の条約が続いて採

択されました。アスベスト条約のように時の勢いでできたものもあ

ります。重大災害防止条約、夜業条約やパートタイム条約など、い

くつか重要な条約があります。いずれもその流れの影響を強く受け

ています。

第１５５号条約以降変わったのは、先ほど申し上げたように条約を

スリムにするということ、そして、技術的な基準はなるべく盛り込

まずに、指針・ガイドラインでいく点です。これは国際条約だけで

はなくて、各国のいろいろな法律作りもそうです。その中で経営者

責任を明確にする方向にあります。経営者責任とは、安全衛生条約

でいえば、働く場を安全で、健康に対するリスクがないようにする

経営者責任です。安全衛生・健康配慮義務といってもいいと思いま

す。安全衛生責任を明確にして、労働者の知る権利に配慮した労使
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協力条項があって、それに基づいて複合的な対策を講じるように求

める考え方です。その方向で条約を作ろうということになってきて

いると思います。

ＩＬＯ条約の動きはＩＳＯ規格をはじめとしたいろいろな動き、ボ

パール災害やリオデジャネイロの地球環境サミット後の動き、それ

から日本の重大災害となったＪＣＯ災害の反省などの一連の流れと

は潮流としてはマッチングしています。ＩＳＯは任意団体ですか

ら、ＩＳＯが作ったものに日本の企業は振り回されているのではな

いかという議論もあると思うのですが、ＩＬＯ条約をいろいろみて

きた目からみると、そうした国際的な必然の流れとみることができ

ます。貿易障壁をなくすためにＩＳＯ規格を作っているという面も

もちろんあるでしょうが、それよりも品質管理や環境管理、それか

ら安全衛生管理は管理責任を重んじる方向にいかざるをえなかった

背景があると思います。それがいまのマネジメントシステムの流れ

につながっていると思います。

それをよく示すのがＩＳＯ１４０００の基本的な考え方です。企業

が自主的に初期状況の確認をすることからはじまって、方針・ポリ

シーを立て、計画を具体的に立てて実行して、それから点検してい

くことを定めていますが、全部自前でやるという意味です。自前で

やれば、最後に経営者による総合監査をして次の年度への継続的改

善ができるとみています。だから一番肝心なのは、ポリシーと自主

監査だという考え方です。このＩＳＯ１４０００の考え方は安全衛

生にもそのまま通じる新しい考え方です。これに対して、安全衛生

のような技術的な対策が必要な分野では技術的な指針や基準を作る

ことが大事だという考え方が確かに２０世紀半ばには流行っていた

ように思うのですが、それは国際的には完全に塗り替えられたこと
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になります。ＩＬＯ条約はそれを反映したということだと思いま

す。したがって、ＩＬＯが新しいマネジメントシステムのガイドラ

インを出すというのも経営者責任をもって自主管理をする時の流れ

にそっています。

こうした潮流として安全健康リスクの包括管理を理解できます。Ｉ

ＬＯ条約も包括的責任重視型であって、一言でいうと自主対応型に

なってきているのだと思います。アジア地域の法律をみても面白い

くらいにそういう分類ができます。アジア地域の安全衛生に関する

法律はほぼ３種類あり、時代とともに変化しました。一つは、いわ

ゆる工場法、あるいは労働法です。工場法は、旧植民地地域に典型

的にみられ、労働法は、社会主義圏ですが、工場を監督にいくのが

工場法ですから、自主管理にはあまり重きをおかないものになって

いました。

戦後独立した諸国は先進国の法律も参考にしながらいろいろな基

準、規則を作ろうとしてきました。例えば、韓国の産業安全保健法

は日本の労働安全衛生法と非常によく似た法律です。フィリピンで

は労働基準の中に安全衛生条項があります。ところが９０年代から

その流れが大きく変わって、いまの自主対応型の法律にしようとい

う流れができました。一番有名なのが１９９４年のマレーシアの労

働安全衛生法です。英国の安全衛生法にそっていて、しかも自営業

者まで入れたアジアの画期的な労働安全衛生法制です。

これを境にして、アジアにおける労働安全衛生法制は新しい段階に

入ったと思います。日本の労働安全衛生法が１９７２年ですが、Ｉ

ＬＯ条約の前段階で「自主対応型」を柱とした有名な英国の労働安

全衛生法ができたのが１９７４年であり、その７４年の法律の基礎

になったのが１９７２年のローベンス報告でしたから、この新しい

段階の前にできたことになります。ローベンス報告はサー・ローベ
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ンスが組織して雇用省に提出した国内報告ですが、自主対応の流れ

を作ったことで有名です。そういうことで、マレーシアの労働安全

衛生法と日本の労働安全衛生法を比べれば、マレーシアの法律が持

つ自主対応型の利点がはっきりわかるようになっていると思いま

す。その後、香港、フィジーが同様の法律を作り、タイも今それに

沿った労働安全衛生法を準備中です。

TOP

７．「法律準拠型」から「自主対応型」へ

こうしたアジア諸国を巻き込んだ流れは、「法律準拠型」から「自

主対応型」への流れとしてまとめることができます。法規だけでは

なくて現場の労働安全衛生活動、あるいは労働改善の進め方も自主

対応型が中核になっていかざるを得ないということができます。法

規準拠型では、法案の外的基準と監視による統一的介入を重んじる

ため、改善が消極的になります。自主対応は、自主継続改善を労使

合意と現場の能力育成で進めますから、より能動的です。その中で

は、経営者責任が重視され、自主管理する経営者責任と、多様な企

業内労働改善をやることに力点をおきます。

したがって、アジア地域の安全衛生技術協力が、いまは自主対応ア

プローチの推進を中心に進められていることが注目されます。いろ

いろなプロジェクトがありますが、私が直接関係したものだけを上

げると、ＷＩＳＥ に関するプロジェクト、それから「ウインド」と

いう名前をつけたベトナムではじまった農村改善のプロジェクト、

それからＪＩＬＡＦによるＰＯＳＩＴＩＶＥプロジェクトがありま

す。これはいずれも方法的に共通するところが多い参加型の現場改

善プロジェクトです。自主対応アプローチを生かした現場の改善ト

レーニングのためのプロジェクトです。
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これらの取り組みは、煎じ詰めていうと、要するに複合改善トレー

ナーを養成することに集約されます。そして地元の経験交流の機会

を持つように活動します。自主対応型地元活動を支援する技術協力

の一つの形としてご説明したいと思います。

この点を一番よく示すのが「参加型職場改善（ＷＩＳＥ）方式６原

則」です。これはＩＬＯに私が勤めていたときに労働条件部が開発

したＷＩＳＥプログラムの基本の考え方です。中小企業の現場改善

を進めるためにはこういう原則でいくのがいいということになった

のですが、これには前史があります。小さなワークショップスタイ

ルのプロジェクトをいくつかやった中で、技術協力スタイルとして

は、これが一番いいということで定着したものです。その後の動き

をみると、このＷＩＳＥ方式が広まっていて、ＩＬＯのいろいろな

文書にも取り上げられるようになりました。アジア地域では各国に

広がっています。中南米やアフリカでも普及しています。フィリピ

ンでは、ＵＮＤＰが３カ年をかけて、４地域（ルソン島・セブ島・

ミンダナオ島・首都圏）を巻き込んだプロジェクトをやって大きな

影響を与えました。労働省によるプロジェクトですが、経営者団体

と労働組合も参加してできました。

このＷＩＳＥ方式の原則は「現場慣行から出発する」、そして「実

績に焦点を合わせる」です。この最初の２つが最も大事だと思って

います。そして、生産性向上のような「他の経営目標と組み合わせ

る」、参加型で「実行して（learning by doing）改善する」、「低

コスト改善を経験交流する」、「グループワークで計画・実施す

る」ことが原則です。こうして現場の労働者を巻き込みます。そう

いう原則の中で一番大事なのがこの現場慣行から出発する点です。

英語では Build on local practice ですが、法規や外部基準でなく現場
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で行われていることを支援するという考え方です。そして Focus on

achievement、実績に焦点を合わせるというのは、一言でいえば

「ほめる」ということです。中小企業で実際にやられている改善実

績をほめて、その上に積み上げるようにします。日本の中小企業対

策でも時々感じるのですが、どちらかというと中小企業は遅れてい

て、資金もなく、技術も低くて、労働集約型で、安全衛生対策を施

す現場としては大きく立ち遅れているとばかり見て、そこを改善す

るには、監督強化や技術指導で従わせるやり方がよいと考えられが

ちでした。

それが工場法だったわけです。技術的に細かい基準を全国展開して

いけば、市場原理も働いて中小企業もそれに従うはずだろうという

ことでしたが、どこの国もそれで限界につき当たっていたわけで

す。そうではなくて、実績に焦点を合わせるという考え方です。現

場に既にある改善をほめて、それから次の改善に結び付けるという

ことです。

プロジェクトのやり方は「参加型労働改善活動の基本ステップ」と

してまとめてあります。これは ＷＩＳＥでも「ウィンド」でも ＰＯ

ＳＩＴＩＶＥでも実は同じなのです。現場の改善例をまず集めま

す。これは必死になって集めます。事業場を訪問してできるだけカ

メラに取ってきて、それを紹介し、共通して役立っている労働安全

衛生原則をまとめてワークショップで学習し、参加事業場で改善で

きることをグループ提案します。

ＷＩＳＥでは提案した改善をすぐ実施します。ＷＩＳＥの場合は１

日～２日セミナー型のものから、２週間のコースまであります。

フィリピンでは２週間のコースをたくさんやったのですが、夕方中
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小企業の人に来てもらって、地元改善システムにもとづくワーク

ショップを２日ほどやって、業種を問わずグループに分けて、改善

提案を出します。そしてだいたい１週間くらいで改善してもらっ

て、その改善を最後にワークショップで報告してもらうやり方で

す。フィリピンのＵＮＤＰプロジェクトでは、私を含めて３人が日

本からエキスパートとして参加しました。

このＷＩＳＥで中小企業対象の４地域でのセミナーを３０～４０は

やったと思います。一つのセミナーでだいたい２０～３０くらいの

中小企業が来ます。主に製造業でしたけれども、改善提案が９６年

までにまとめたもので２０７０。そのうち、８３％の１７２５がそ

の１週間で実行されました。つまりセミナーの期間内にやってしま

えることがよくわかりました。また１つの企業でいくつも改善する

というのが普通のパターンです。例えば、照明をよくする、機械の

防護装置をつける、ワークステーションを改善する、カラーコー

ディングを入れる、ラベルを貼る、排気装置をつける、食事場所を

作る、そういう形の改善です。

「ウィンド」ではじまった農村改善も同じです。農村の場合には、

１日か２日のワークショップを農村の寺や学校の教室とかを借りて

やって、改善提案をしてもらい、実際に改善をしてもらって、数週

間か１月後にフォローアップセミナーをやるという形でやっていま

す。私たちがプロジェクトを行っているのは、ベトナムのカント省

という、ホーチミン市から２００キロほどカンボジア側に入ったメ

コンデルタ地域の真ん中にある農村です。人口は２００万人くらい

のところです。ＷＩＳＥの農村版ということですが、農業労働改善

と生活改善で様々な改善を行っています。

例えば、橋が半分しかできていなかったのを直してしまうとか、通
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路をよくする。農家でいえばトイレをよくするとか、いろいろな機

材をきちんと整理する、風通しをよくする、台所を立ち作業で通風

をよくできるようにする、そういう改善です。現場の実例をたくさ

ん集めて、チェックリストを使いながら改善提案してもらっていく

やり方は同じです。そして、ファシリテーターを養成します。カン

ト省では約２０００人をファシリテーターとして養成しています。

省というのは日本では県に当たりますけれども、省の労働衛生部が

後押ししていることがあって、各地区でファシリテーターがいま動

いています。

労働組合を対象としたＰＯＳＩＴＩＶＥは同じように Local practice

からはじまって実績に焦点を置くやり方をしています。１９９４年

から労働組合の中の安全衛生トレーナーを養成するためにはじまっ

たトレーニングプロジェクトですが、いまでは６カ国に広がってい

ます。最初はパキスタンからはじまって、バングラデシュ、モンゴ

ル、フィリピン、タイ、ネパールの６カ国になっています。いずれ

もそれぞれの国の労働組合ナショナル・センターとタイアップし

て、そのセンターの中でトレーナーを選んでもらって、そのトレー

ナーと一緒に２日から４日くらいのセミナーで安全衛生改善につい

て労働組合員のトレーニングをして、そしてフォローアップセミ

ナーの期日を決めておいて、それまでにそれぞれの組合で改善を

やってもらうやり方です。安全衛生委員会の組織とか、自分たちの

労働組合員を対象とした研修を含めた職場改善をやってもらって、

それを報告するというやり方で広がっています。やはり Local

practice から出発して、それにトレーナー教育をうまく組み合わせ

たのがＰＯＳＩＴＩＶＥです。

パキスタンの組合でトレーナーになってくれた人に、モンゴルに一

緒に行ってもらってやったり、バングラデシュの人をネパールに連
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れていって、バングラデシュの経験も入れてトレーナー養成セミ

ナーをやったりしています。ＰＯＳＩＴＩＶＥセミナーの基本構成

は４日型で、1日目にオリエンテーションをして、工場見学の後

チェックリストで点検し結果を報告しあいます。２日目と３日目に

運搬や機械の安全、ワークステーション、職場環境、福祉施設など

の改善点を改善事例を中心に学び、４日目に改善提案を出します。

しばらくたってからのフォローアップセミナーで改善結果を報告し

あいます。

パキスタンでは改善例を最初はイラストで報告してもらったのです

が、やはり写真がいいということで、改善前の写真と改善後の写真

を集めてもらうようになりました。改善報告シートに書かれた改善

報告には、主として運搬、ワークステーションなど、非常に基本的

な職場環境、それから照明、いろいろな福祉施設、食事場所やトイ

レ、水回りなどについての改善例が集まってきています。実例をみ

んなに示しながら、資材運搬については例えば台車をヒントにした

こういうやり方がありますよとイラストや写真入りで説明して、み

んなで討論して、自分たちの職場で何をするかを討論してもらう。

これがＰＯＳＩＴＩＶＥです。したがってトレーナーも安全衛生の

専門家でない現地の組合の人たちです。このＰＯＳＩＴＩＶＥの普

及は注目されだしていて、デンマークの資金で作られたバンコクに

ある労働組合安全衛生センターでもできるだけこうしたトレーニン

グ方式をアジア各国で広めようという議論がされました。 

TOP

８．当事者参加型の労働改善技術協力

このトレンドをまとめてみると、当事者参加型の複合労働改善に当

たります。それを参加型でやることが重要だと思います。原則はそ
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の現地の改善の上に積み上げるという、Local practice 積み上げ型

で、しかも複合改善を目標にしています。したがって低コスト改善

は役に立つわけです。低コスト改善を主眼にやっているという説得

の仕方もします。共通の特徴としては、好事例を活用する、自主的

にその地域・国にあったチェックリストを自分たちで作って点検す

る、そしてグループワークをする点があげられます。グループ討議

をすると解決策が浮び上るという形でやっています。

参加型にはツールがあって、基本的にはチェックリストと現場改善

事例とマニュアルです。そしてグループ討議の手法ですが、グルー

プ討議もその国々にあったいろいろなやり方があります。例えば

ゲームを取り入れるようにしているのですが、ゲームもその国々で

工夫します。フィリピンではみんなで順番に立ち上がって歌を一小

節ずつ歌う。日本人はなかなかできないことですが、フィリピンで

はみなさん喜んでやります。あるいはパキスタンではまた別のやり

方をするのですが、そういうゲームをいろいろ取り入れるようにし

ています。現地の人がうまく考えてくれるものです。

したがって、労働改善の技術協力で有効なサポートとしては、第１

に自主改善の枠組みを支えることが基本と思われます。組合、経営

者、中小企業に合ったやり方を支えるのがいいと思います。いまの

労働改善の国際的な流れである自主対応型に沿うということが必要

だと感じています。そして、実は他の労働分野でも同じではないか

と感じてはおりますが、そこは皆さんの議論を待ちたいと思いま

す。

第２に作業関連要因の複合評価を行います。専門家が行かないとだ

めだという形ではなくて、各現場で自分たちのよい経験を交換して
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いけばうまく評価もできます。実は労働安全衛生マネジメントシス

テムも同じ考え方に立っているのです。経営者が自分でやるという

のがＩＳＯ１４０００の考え方であり、それは安全衛生マネジメン

トシステムでもそうなっていくと思います。そういった複合評価を

行って、実際的なすぐできる対策を目指すということになります。

そして第３に、参加型改善トレーナー養成が大きな眼目になりま

す。現場に本当にニーズがあればトレーナーは絶対に必要になるわ

けです。言い換えますと、トレーナーをどう養成するかというとこ

ろまでプロジェクトが肩入れできるのであれば、そのプロジェクト

は半分以上成功したようなものだというのが私たちの経験です。ト

レーナーがどういう形で現場の中で構成されていて、ニーズに応え

られるかが大事です。トレーナーの人材は要するに現場の人たちで

あって、ふんだんにあるわけです。安全衛生で考えても現場の労働

組合員や管理者がトレーナーとなりえます。フィリピンでは労働監

督官がなったり、タイでは大学の先生にお願いしたりといった場面

もありますが、トレーナー養成によって低コスト改善のグループ

ワークを進めるということでいいのではないかと思っています。

TOP

９．まとめ

最後のまとめとして技術協力全体についての考えをお話ししたいと

思います。

技術協力の目的が自立への能力形成だとしますと、その自立への能

力形成に本当に徹したらいいのではないかというのが私たちの経験

から得た考え方です。

例えばプロジェクトを行うにはプロジェクトのインプットを自立へ
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の能力形成に役立つものに集中すべきです。インプットというと普

通考えられやすいのはお金ですが、資金だけでは補えない、自主対

応支援に必要な方法や教材、人材がインプットとして重要だと思い

ます。このインプットをしっかりする。それからそのプロジェクト

の活動も現場に即した形で行い、同時多面に実施可能な改善策の掘

り起こしと横展開を行います。

したがってプロジェクトが残すアウトプットとしては、参加型の

ツール、トレーナー群と改善データ実例が重要です。この第１のイ

ンプットは、私の考えではやはり地元の良好プラクティスです。ベ

ストプラクティスという考え方がしっかり通っていれば、その現場

のニーズに合わせたインプット探しができるので、好事例を集める

ということが重要なインプットだと思われます。お金も、あるいは

日本から送り込んだ経験者やエキスパートもある場合には必要です

が、そういうものを越えた現場のプラクティスに根ざしたインプッ

トが必要だと思います。そのインプットを持ち込めるだけの現場の

体制づくりを支援すればいいわけです。その意味のパートナーがあ

ればいいわけです。自主対応の枠組みを支援するというのは、一言

でいうと、セルフヘルプできるということですから、セルフヘルプ

に役立つインプットを持つことが大事です。

そして、 ２番目の実施可能策の活動支援では同時多面ということを

強調しています。同時多面にやる自主改善策をどうやってみつける

かですが、活動は進め方ですから、同時多面の進め方を支えられる

ようなプロジェクトがいいわけです。現場で好事例を掘り起こして

集める、あるいはそれを自分たちでみつけてきましょうという形で

やります。そうすれば横に水平展開できるでしょう。この活動で

キーワードを強いて探せば、やはり Low Cost だったわけです。低コ

ストでできること。労働分野に広げれば、それは、現場の人たちが
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